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規

則

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
五

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
十
五
条｣

を

｢

若
し
く
は
第

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
中

｢

及
び
第
十
七
条｣

を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
中｢

及
び
第
十
七
条｣

及
び｢

又
は
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
適
用
家
屋｣

を
削
る
。

｢
業

種
｢

第
一
号
様
式
中

｢
(施
設
)
｣

を
削
り
、

を

業
種

に

施
設
の
種
類
｣

｣

改
め
、
同
様
式
の
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
す
る
。

｢

第
二
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢
業

種

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中

｢
(設
置
)
｣

及
び

｢
(施
設
)
｣

を
削
り
、

施
設
の
種
類
｣

｢

を

業
種

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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税
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象
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等
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所
在
地

操
業

年
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日
取
得
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青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
号

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中

｢

経
常
損
失｣
を

｢
当
期
純
損
失｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
号

青
森
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
旅
館
業
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
二
十
四
号)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
中

｢ま
た
は
室
｣

を

｢又
は
室
｣

に
、

｢
｢

を

に
改
め
、

｣
｣

同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
学
生
､
生
徒
そ
の
他
の
団
体
の
宿
泊
の
と
き
は
､
引
率
者
又
は
代
表
者
の
み
を
記
載
し
､

そ
の
他
は
｢ほ
か
何
名
｣
と
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

２
国
籍
及
び
旅
券
番
号
の
欄
は
､
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人
が
宿
泊
す
る
場
合

に
記
載
す
る
こ
と
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
農
業
用
ダ
ム
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
一
号

青
森
県
農
業
用
ダ
ム
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
用
ダ
ム
等
管
理
規
則

(

平
成
九
年
二
月
青
森
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
浪
岡
ダ
ム
の
項
中

｢

南
津
軽
郡
浪
岡
町｣

を

｢

青
森
市｣

に
改
め
、
同
表
小
田
川
ダ
ム
の
項

中｢
北
津
軽
郡
金
木
町｣

を｢

五
所
川
原
市｣

に
改
め
、
同
表
世
増
ダ
ム
の
項
中｢

三
戸
郡
南
郷
村｣

を

｢

八
戸
市｣

に
改
め
、
同
表
金
木
川
頭
首
工
の
項
中

｢

北
津
軽
郡
金
木
町｣

を

｢

五
所
川
原
市｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
世
増
ダ
ム
の
項
の

改
正
規
定
は
同
月
三
十
一
日
か
ら
、
同
表
浪
岡
ダ
ム
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
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す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
文
化
財
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
文
化
財
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
文
化
財
保
護
法
施
行
細
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
九
十
九
条｣

を

｢

第
百
八
十
四
条｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
五
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
九
十
二
条
第
一
項｣
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
九
十
三
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第

二
項
中

｢

第
五
十
七
条
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
九
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

第
五
十
七
条
の
五
第
一
項｣

を

｢

第
九
十
六
条
第
一
項｣
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中

｢

第
五
十
七
条
の
六
第
一
項｣

を

｢

第
九
十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中

｢

第
八
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
百
二
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢第
57条
第
１
項
｣

を

｢第
92条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中

｢第
57条
の
２
第
１
項
｣

を

｢第
93条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中

｢第
57条
の
５
第
１
項
｣

を

｢第
96条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中

｢第
80条
第
１
項
｣

を

｢第
125条

第
１
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
中

｢

財
団
法
人
青
い
森
み
ら
い
創
造
財
団｣

の
次
に

｢

社
団
法
人
青
森
県
観
光
連
盟｣

を
加

え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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